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大気中アスベストの現状と
大気汚染防止法の制度改正について

石
いし

 山
やま

　豊
ゆたか

環境省 水・大気環境局大気環境課 課長補佐

１．はじめに

環境省では、アスベスト（石綿）による
大気汚染の状況を把握し、今後の石綿飛散
防止を検討するための基礎資料とするとと
もに国民に対し情報提供するため、平成17
年度から毎年、大気中のアスベスト濃度を
調査している。
本稿では、令和２年度の調査結果の詳細

を示したうえで、これまでの状況を紹介す
るするとともに、建築物等の解体等工事に
おけるアスベスト飛散防止を規定する大気
汚染防止法が令和２年に改正され、規制が
強化されたので、その内容について説明す
る。

２． 令和2年度
アスベスト大気濃度調査

2.1　調査地点及び調査方法

令和２年度のアスベスト大気濃度調査
は、平成17年度から調査している継続調査
地点34地点、自治体から推薦のあった令和
２年度調査地点11地点の全45地点で行っ
た。
試料の採取及び分析は『アスベストモニ

タリングマニュアル（第4.1版）』（平成29
年７月、環境省水・大気環境局大気環境課）
に基づき行った。
採取した試料は、位相差顕微鏡を用いて

石綿以外の繊維を含む総繊維数濃度を測定
した。また、総繊維数濃度が１本/Ｌを超過
した場合は、分析走査電子顕微鏡（A-SEM）
で石綿繊維数濃度を測定した。なお、『建築
物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石
綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル』（令
和３年３月、厚生労働省労働基準局安全衛
生部化学物質対策課、環境省水・大気環境
局大気環境課）では、「環境省の近年のモニ
タリング結果から、一般大気環境中の総繊
維数濃度は概ね１本/Ｌ以下であることか
ら、石綿繊維数濃度も１本/Ｌ以下である。
このため、漏えい監視の観点からの目安は、
石綿繊維数濃度１本/Ｌとすることが適当で
ある」とされている。

2.2　調査結果

発生源周辺地域については、「旧石綿製
品製造事業場等」１地点、「廃棄物処分場等」
３地点、「解体現場（施工区画周辺）」９地
点、「破砕施設」２地点、「蛇紋岩地域」３
地点、「高速道路及び幹線道路沿線」６地
点の計24地点で実施した（表１）。地域分
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類ごとの総繊維数濃度が１本/Ｌを超過す
る地点はなかったが、「解体現場（施工区
画周辺）」の２地点、「破砕施設」の１地点
において、総繊維数濃度が１本/Ｌを超過
した。総繊維数濃度が１本/Ｌを超過した
試料をA-SEMで石綿繊維数濃度の測定を
行ったところ、「解体現場（施工区画周辺）」
の３試料は石綿繊維数濃度１本/Ｌを超過
することはなかったが、「破砕施設」の３
試料のうち２試料が超過した。また、一般
環境ではないが、解体現場敷地内において、
集じん排気装置出口４地点、発生源近傍５
地点で調査を実施した。集じん排気装置出
口においては、総繊維数濃度が１本/Ｌを
超過するものはなかったが、発生源近傍の
５地点（６試料）で総繊維数濃度が１本/
Ｌを超過したため、石綿繊維数濃度を計測

したところ１地点（１試料）で6.3本/Ｌと
１本/Ｌを超えていた。しかし、当該地点
の施工区画周辺（敷地境界）では石綿繊維
数濃度が１本/Ｌを超えることはなかった。
バックグラウンド地域については、「住

宅地域」７地点、「商工業地域」５地点、「農
業地域」１地点、「内陸山間地域」４地点、
「離島地域」４地点の計21地点で調査を行っ
た（表１）。その結果、総繊維数濃度の幾
何平均値が１本/Ｌを超過する地点はな
かった。また、全地点において総繊維数濃
度が１本/Ｌを超過する試料もなかった。
調査を行った45地点（解体現場敷地内を

除く）のうち、多くの地点において、総繊
維数濃度について特に高い濃度は見られな
かった。しかし、発生源周辺の「解体現場」、
その他地域の「破砕施設」の試料において

表１　 令和２年度　地域分類別の調査結果（発生源周辺・バックグラウンド地域）

※ 石綿繊維数濃度の欄の（　）内は、左の数字は石綿繊維数濃度を測定した試料数、右側の数字は
石綿繊維数濃度が１本/Ｌを超過した試料数を示す。また、NDは0.056本/Ｌ未満のことである。
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石綿繊維数濃度が１本/Ｌを超過するもの
が確認された。また、解体現場敷地内にお
ける調査においても石綿繊維数濃度が１本
/Ｌを超過する地点があったが、それらの
地点の施工区画周辺（敷地境界）での調査
においては、１本/Ｌを超過することはな
かった。
「解体現場」については、過去にも集じん・

排気装置の不適切な管理や、作業場の出入
りの際の不適切な負圧管理等によって「意
図しない石綿飛散」が発生し、比較的高い
石綿繊維数濃度が測定されている事例が確
認されている。これらの事例を踏まえ、作
業基準に基づき石綿の飛散のおそれが高い
場合等に集じん・排気装置の正常な稼働の
確認及び負圧の状況の確認を定期的に行

図１　継続調査地域における総繊維数濃度の推移（発生源周辺地域）

図２　継続調査地域における総繊維数濃度の推移（バックグラウンド地域）
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い、異常等に対しては早期に対応を行うこ
とが必要である。
今後も事業者などの協力を得ながら、周

囲の状況や作業状況についても調査するな
ど、調査を充実することとしている。

2.3　継続調査地域における調査結果の推移

平成17～令和２年度の発生源周辺地域及
びバックグラウンド地域それぞれの継続調
査地域における総繊維数濃度の推移を図
１、図２に示す。
発生源周辺地域においては、平成17年度

に「廃棄物処分場等」、平成17年度及び18
年度に「高速道路及び幹線道路沿線」で総
繊維数濃度の幾何平均値が１本/Ｌを超過
するような状況であったが、その後は減少
傾向を示し、近年では、すべての地点で総
繊維数濃度の幾何平均値は１本/Ｌを下回
り、低い水準で推移している。
バックグラウンド地域についても、調査

開始当初から継続して総繊維数濃度の幾何
平均値が１本/Ｌを下回っており、近年は
さらに低い水準で推移している。

３．大気汚染防止法の改正について

3.1　改正の概要

大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）
においては、平成元年に、石綿を人の健康
被害を生ずるおそれのある粉じん（特定粉
じん）として位置付け、石綿使用製品の製
造工場について、設置の届出、敷地境界基
準の遵守等の規制が導入された。建築物等
（建築物及び工作物をいう。以下同じ）の
解体等工事（解体、改造又は補修作業を伴
う建設工事をいう。以下同じ）に対しては、
阪神・淡路大震災により倒壊した建築物の
解体等工事による石綿飛散を発端とし、平
成８年の法改正により、吹付け石綿（いわ
ゆるレベル１建材）が使用された一定規模

以上の建築物の解体等工事について作業実
施の届出、作業基準の遵守等の規制が導入
された。
その後、平成17年の政令改正での石綿含

有断熱材、保温材及び耐火被覆材（いわゆ
るレベル２建材）の規制対象への追加なら
びに工事の規模要件の撤廃、平成18年の法
改正での工作物の規制対象への追加によっ
て規制対象が拡大された。また、平成25年
の法改正では、石綿含有建材の使用状況に
ついての解体等工事の事前の調査（以下「事
前調査」という）の義務付け、届出義務者
の元請業者から発注者への変更等の飛散防
止対策の強化が行われた。
平成25年の改正から５年が経過し、今般、

施行状況を検討したところ、事前調査にお
ける石綿含有建材の見落としや、これまで
は規制対象ではなかった石綿含有成形板等
（いわゆるレベル３建材）についても、不
適切な除去を行えば石綿が飛散することが
明らかになり、また、今後、令和10年頃を
ピークに石綿含有建材が使用された可能性
のある建築物の解体工事が増加する見込み
であるため、解体等工事に伴う石綿の飛散
防止を徹底するため、大気汚染防止法の一
部を改正する法律（令和２年法律第39号。
以下「改正法」という）が令和２年６月５
日に公布された。
これに伴い、大気汚染防止法施行令の一

部を改正する政令（令和２年政令第304号。
以下「改正政令」という）が令和２年10月
７日に、大気汚染防止法の一部を改正する
法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に
関する省令（令和２年環境省令第25号。以
下「整備省令」という）が令和２年10月15
日に、関係告示が令和２年10月７日に公布
された。
改正法、改正政令、整備省令及び関係告

示は、一部を除き令和３年４月１日から施
行されている。
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3.2　主な改正事項

改正法では、石綿含有成形板等を含めた
すべての石綿含有建材を規制対象とするた
めの規定の整備が行われるとともに、事前
調査から作業後までの一連の規制が強化さ
れた（図３）。
以下では、主な改正事項４点とそれに関

連する政省令事項について解説する。

（１） すべての石綿含有建材を規制対象と
するための規定の整備

石綿含有成形板等については、飛散性が
比較的低いとして今回の改正前の大気汚染
防止法（以下「旧法」という）では規制対
象となっていなかったが、平成25年の改正
時に、飛散の実態を明らかにしたうえで必
要な措置を検討することとされた。
これを受け、環境省では事業者向けマ

ニュアルによる飛散防止措置の周知を行

図３　大気汚染防止法の規制の流れ



特
集

新たな局面を迎える石綿対策

特 集 新たな局面を迎える石綿対策

9生活と環境　令和３年11月号

No2_特集 環境省 石山氏_6n　　ページ9

い、併せて実態調査を行った結果、飛散防
止措置をとらずに石綿含有成形板等を破砕
するような不適切な事例や、作業現場近傍
で石綿飛散が確認された事例が明らかに
なったことから、今般、石綿含有成形板等
を規制対象に追加することとした。
これにより、新たに規制対象となる作業

件数は、これまでの規制対象作業件数の約
５～20倍となると推計している。そのため、
都道府県等や事業者の負担が大きくなるこ
と、相対的に飛散性が低いこと等を踏まえ
て実効的な規制とするため、新たに規制対
象に追加する石綿含有成形板等については
作業実施の届出の対象とせず、後述する電
子システムを通じた事前調査結果の報告を
活用して都道府県等が作業現場の把握・立
入検査対象の選定を行い、作業基準が遵守
されているか確認・指導することによって、
適切な飛散防止措置を確保していくことと
している。

（２） 事前調査結果の報告の義務付け等に
よる不適切な事前調査の防止

旧法では、事前調査の結果、事業者が石
綿含有建材なしと判断した場合、作業実施
の届出はされないことから、都道府県等に
おいてこのような工事を把握するのは困難
な状況となっていた。そのため、都道府県
等がより幅広く解体等工事を把握し、事前
調査において事業者に見落としがあった場
合にも対応できるよう、一定規模以上の建
築物等の解体等工事（解体工事の対象とな
る床面積の合計が80ｍ2以上、改造・補修
等工事の請負代金の合計が100万円以上の
工事）について、石綿含有建材の有無にか
かわらず、元請業者が都道府県等に事前調
査の結果を報告する制度を創設した。
この報告は膨大な件数となることが想定

されるため、タブレットやスマートフォン
により簡易に報告できるよう、また、労働
安全衛生法（昭和47年法律第57号）との連

携強化の観点から、労働安全衛生法に基づ
く報告との共通システムを整備し、一体と
して運用することとしている。加えて、事
前調査での見落としを防ぐため、調査方法
を法定化するとともに、建築物について「調
査を適切に行うために必要な知識を有する
者」による調査を義務付けることとした。
「調査を適切に行うために必要な知識を
有する者」としては、建築物石綿含有建材
調査者講習登録制度に基づく講習を修了し
た者を基本とすることとしており、制度を
共管する厚生労働省及び国土交通省と連携
してその人材育成に取り組んでいる。なお、
義務付け適用前に、（一社）日本アスベスト
調査診断協会に登録されており、事前調査
実施の際に引き続き同協会に登録されてい
る者にも行わせることができる。

（３）直接罰の創設
旧法では、作業基準の違反者に対して行

政命令を行い、その命令に違反した場合、
罰則（間接罰）の対象となる。しかし、短
時間の解体等工事については、命令を行う
前に工事が終わってしまい、命令及び間接
罰では作業基準遵守の担保が十分でない場
合がある。そのため、吹付け石綿等の除去
等の作業を行う際に、隔離や集じん・排気
装置の使用といった飛散防止措置を義務付
け、当該義務に違反した者に対して罰則（直
接罰）を設けることにより、特に多量の石
綿を飛散させるおそれが大きい違反行為の
防止を徹底することとした。
また、事前調査結果の報告によって、都

道府県等が幅広くかつ速やかに建築物等の
解体等工事を把握できるようになるため、
行政命令もより積極的に行うことが可能と
なると考えている。直接罰と間接罰のどち
らも活用することによって、飛散防止措置
をしっかり担保していくことが重要であ
る。
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（４） 発注者への作業結果の報告の義務付け
等による不適切な除去等の作業の防止

旧法では、作業後の確認に係る措置は明
確には規定されておらず、また、施行状況
の検討の結果、作業終了後に石綿含有建材
の取り残しがあった事例が確認された。こ
れを踏まえ、改正法において、元請業者に
対し、石綿含有建材の取り残しがないこと
など作業完了を「完了確認を適切に行うた
めに必要な知識を有する者（事前調査の実
施者又はその現場の石綿作業主任者）」に
確認させたうえで、当該確認の結果も含め、
作業結果を発注者に報告することを義務付
けることとした。また、都道府県等が作業
結果を確認できるよう、元請業者に対し、
作業に関する記録の作成・保存も義務付け
ることとした。これにより、発注者や都道
府県等が作業結果を把握し、適切な措置を
講ずることができるようになると考えてい
る。

その他、改正法においては、災害時に備
え、平時からの建築物等の所有者等による
建築物等への石綿含有建材の使用の有無の
把握を後押しする国及び地方公共団体の責
務の新設、立入検査対象の拡大等の措置が
講じられたところである。

４． 改正法の円滑な施行に
向けての対応

4.1　マニュアル類の整備

改正後の制度の遵守を促進するため、各
種マニュアルの整備を行った。専門家から
構成される検討会を昨年９月から開催・議
論していただき、『建築物の解体等に係る
石綿飛散防止対策マニュアル』の内容を改
訂するとともに、厚生労働省が所管する労
働安全衛生法に係る石綿障害予防規則にお
ける技術的事項をまとめた『石綿飛散漏洩

図４　建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアルの改正概要
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防止対策徹底マニュアル』と統合し、令和
３年３月に『建築物等の解体等に係る石綿
ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹
底マニュアル』を整備した（図４）。また、
都道府県等に対しては、『立入検査マニュ
アル策定の手引き（改訂版）』の送付や技
術講習会の開催により、的確な規制の運用
を支援している。
なお、令和３年度は、建築物等の解体等

工事における石綿飛散防止対策に係るリス
クコミュニケーションを進めるにあたって
の基本的な考え方や手順等を解説した『建
築物等の解体等工事における石綿飛散防止
対策に係るリスクコミュニケーションガイ
ドライン』、環境大気中のアスベスト濃度
を測定するうえでの技術的指針である『ア
スベストモニタリングマニュアル』の改訂
を進めているところである。

4.2　 事前調査を適切に行うために必要な
知識を有する者の育成

事前調査を適切に行うために必要な知識
を有する者に行わせるように義務付けられ
たが、その円滑な活用が図られるよう、施
行までに十分な数の育成を目指している。 
適切に行うために必要な知識を有する者

による事前調査の義務付けの適用は、令和
５年10月１日としており、厚生労働省及び
国土交通省と連携し、広く講習の機会を設
けること、一戸建て住宅等に特化した講習
を行うこと等により育成を促進している。

4.3　事前調査結果電子報告システムの整備

事前調査結果の都道府県等への報告につ

いては、令和４年４月１日から施行となる。
そのため、事前調査結果の報告に係る電

子システムについても、事業者や都道府県
等の負担を軽減するために不可欠であり、
施行当初から活用できるよう令和２年度、
３年度の２ヶ年で整備を進めているところ
である。

５．結びに

石綿は、数十年の潜伏期間を経て中皮腫
や肺がんといった重篤な疾病を生じさせる
ことが知られている。今後、石綿含有建材
が使用された可能性のある建築物の解体工
事の増加が見込まれており、引き続きアス
ベスト大気濃度調査を実施するとともに改
正法を踏まえた実効性のある仕組みづくり
を行うことで、石綿飛散防止対策を徹底し
てまいりたい。
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